
◎建築基準法の一部を改正する法律 
（平成三〇年六月二七日法律第六七号）   

一、提案理由（平成三〇年四月五日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（石井啓一君） ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法

律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 最近の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建て替え等による市街地の安全

性の向上や、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めること

などが課題となっております。 

 また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用すること

が求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用

を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。 

 さらに、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成や国土の保全、地

域経済の活性化に貢献することが期待されており、木造建築物の整備の推進に資するよ

う、基準の合理化が求められております。 

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、老朽木造建築物の建て替え等によって市街地の安全性を向上させるため、防

火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建蔽率を緩和するほ

か、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大す

ることとしております。 

 第二に、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進するため、小規模の戸

建て住宅等を他の用途に変更する場合において、在館者が迅速に避難できる措置を講じ

ることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることとしております。 

 第三に、木造建築物の整備の推進に資するため、耐火構造等とすべき木造建築物の対

象を見直すとともに、規制を受ける場合についても、耐火構造以外の構造を可能とする

こととしております。 

 その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間

の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととし

ております。 

 以上がこの法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（平成三〇年四月一一日） 

○野田国義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における建築物をめぐる状況に鑑み、より合理的かつ実効的な建築

規制制度を構築するため、木造建築物の耐火性能に係る制限の合理化、建築物の用途の



制限に係る特例許可手続の簡素化、維持保全に関する計画等を作成すべき建築物の範囲

の拡大等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、法改正の意義及び効果、建築規制の見直しと防火・耐火性能

の確保の在り方、木造建築の推進に向けた取組等について質疑が行われましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院国土交通委員長報告（平成三〇年六月二〇日） 

○西村明宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近の建築物をめぐる状況に鑑み、より合理的かつ実効的な建築規制制度を

構築するための措置を講ずるものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物

及び市街地の安全性を確保すること、 

 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずること

を前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの

用途の変更による有効活用を推進すること、 

 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける場合

についても、耐火構造以外の構造を可能とすることなどにより、木造建築物の整備の推

進に資すること 

などであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十一日本委員会に付託され、十二日石井

国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日、質疑を行い、質疑終了後、討論を

行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ

ります。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


